
課
税
方
法

　
平
成
24
年
度
の
市
・
県
民
税
は
、
平

成
23
年
中（
平
成
23
年
1
月
〜
12
月
）の

所
得
か
ら
税
金
を
計
算
し
て
、
平
成
24

年
1
月
1
日
現
在
の
住
所
地
で
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
個
人
の
市
・
県
民
税
は
、
一
定
の
金

額
を
負
担
す
る
「
均
等
割
」
と
所
得
に

応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
」
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

○
均
等
割
…
4
、
0
0
0
円（
市
民
税

　
3
、
0
0
0
円
、
県
民
税
1
、
0 

0 
0
円
）

○
所
得
割
…
10
％（
市
民
税
6
％
、
県

民
税
4
％
）

課
税
さ
れ
な
い
人

均
等
割
も
所
得
割
も
課
税
さ
れ
な
い
人

①
生
活
保
護
受
給
者

②
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
配
偶
者
と

死
別
・
離
別
し
再
婚
し
て
い
な
い
人

で
、
平
成
23
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
2
5
万
円
以
下
の
人

③
平
成
23
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
次

の
計
算
式
で
求
め
た
金
額
以
下
の
人

　
28
万
円
×（
扶
養
人
数
＋
1
）＋
16
万

8
、
0
0
0
円
＊

所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

　
平
成
23
年
中
の
総
所
得
金
額
な
ど
が

次
の
計
算
式
で
求
め
た
金
額
以
下
の
人

　
35
万
円
×（
扶
養
人
数
＋
1
）＋
32
万

円
＊

＊
計
算
式
中
の
「
16
万
8
、
0
0
0

円
」
と
「
32
万
円
」
は
扶
養
親
族
が

い
る
場
合
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

納
税
方
法

普
通
徴
収

　
事
業
所
得
者
な
ど
は
、
市
か
ら
送
付

す
る
市
民
税
・
県
民
税
納
付
書
や
口
座

振
替
で
年
4
回
に
分
け
て
納
税
し
ま
す
。

　
平
成
24
年
度
の
市
民
税
・
県
民
税
税

額
決
定（
納
税
）通
知
書
は
、
6
月
15
日

㈮
に
発
送
し
ま
す
。

特
別
徴
収

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
給
与
所
得
者

は
、
6
月
か
ら
翌
年
5
月
ま
で
の
12
回

に
分
け
て
給
与
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
、
給
与
の
支
払
者

を
通
じ
て
通
知
し
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　
4
月
1
日
時
点
で
の
年
齢
が
65
歳
以

上
で
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
年
金

所
得
者
の
市
・
県
民
税
は
、
年
金
か
ら

差
し
引
か
れ
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
税

額
決
定
通
知
書
で
特
別
徴
収
額
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、
年
金
振
込
通
知

書（
年
金
支
払
者
か
ら
送
付
さ
れ
る
は

が
き
）で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
税
額
の
変
更
、
年
金
の
支
給
停
止
、

市
外
へ
の
転
出
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

特
別
徴
収
が
中
止
に
な
り
、
普
通
徴
収

で
納
税
し
ま
す
。

 

扶
養
控
除
の
範
囲
が

 

縮
小
し
ま
し
た

　
児
童（
子
ど
も
）手
当
の
支
給
や
高
校

の
授
業
料
の
無
償
化
に
伴
い
、
平
成
24

年
度
か
ら
市
・
県
民
税
の
扶
養
控
除
の

範
囲
が
縮
小
し
ま
し
た
。

○
15
歳
以
下
の
扶
養
親
族
に
対
す
る
一

般（
年
少
）扶
養
控
除（
33
万
円
）が
廃

止
さ
れ
ま
し
た

○
16
歳
以
上
18
歳
以
下
の
特
定
扶
養
親

族
に
対
す
る
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部

分（
12
万
円
）が
廃
止
さ
れ
、
扶
養
控

除
額
が
33
万
円
と
な
り
ま
し
た

市
で
は
、
市
民
生
活
に
直
接
結
び
つ
い
た
幅
広
い
仕
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
経
費
を
賄
う
上
で
、
税
金

は
大
切
な
財
源
で
す
。
そ
こ
で
、
税
金
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
個
人
の
市
・
県
民
税（
住

民
税
）の
仕
組
み
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
・
県
民
税（
住
民
税
）の
仕
組
み

を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す

市
政
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控除額

児童（子ども）手当の
支給

高校の授業料の
無償化

～15歳 70歳～16～18歳 19～22歳 23～69歳

一般（年少）扶養控除

〈廃止〉
33万円

特定扶養控除
（平成24年度から
一般扶養控除）
33万円

特定扶養控除
45万円

一般（成年）扶養控除
33万円

控除対象扶養親族控除対象扶養親族
扶養親族

老人扶養控除
38万円

同居老親加算
7万円

上乗せ部分

〈廃止〉
12万円

廃止 控除

年
齢

年齢 基準日
～15歳 平成8年1月2日以降に生まれた人
16～18歳 平成5年1月2日～平成8年1月1日に生まれた人
19～22歳 昭和64年1月2日～平成5年1月1日に生まれた人
23～69歳 昭和17年1月2日～昭和64年1月1日に生まれた人
70歳～ 昭和17年1月1日以前に生まれた人

●税制改正による扶養控除の見直し

●上記の年齢の基準日（平成24年度）

●よくある質問

※くわしくは市民税課（☎20-1513）へ。

平成24年3月20日にA市から
B町に引っ越しました。平成

24年度の住民税はどちらへ納めるこ
とになるのでしょうか。

平成24年1月1日現在の住所
地で課税されるため、平成24

年度の住民税はA市に納めていただ
くことになります。

退職時に一括して支払った住
民税は、毎月の給与から特

別徴収されるはずだった平成23年
度分の残額です。平成23年1月から
12月の給与所得に対する住民税は
翌年に課税されますので、平成24
年度の納税通知書が送られます。ま
た、平成24年1月から3月の退職時
までの給与所得に対する住民税は、
平成25年度分として翌年に課税さ
れます。

違います。収入130万円未満
というのは、一般的に社会保

険の扶養に入ることができる基準で
あるといわれています。住民税や所
得税の扶養控除は、給与収入の場合、
103万円以内です。

平成24年3月に退職したとき
に住民税を一括で納めました。

ところが、平成24年度の納税通知書
が送られてきました。なぜですか。

わたしの子どもがアルバイトを
始めました。扶養控除の範囲

内となる収入は130万円未満でしょう
か。

Q1

A 1 A 2 A 3

Q2 Q3

3 広報なりた 2012.6.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2012.6.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です
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